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町からの 

 興部町防災ハザードマップを新たに作成しました   

町では、津波防災地域づくりに関する法律の規定による津波災害警戒区域の指定に伴い、新

たに防災ハザードマップを作成し、町民の皆様に配布いたします。 

新たなハザードマップでは、津波の浸水区域について、北海道が令和５年２月に公表した「網

走沖」を震源とする地震により発生した津波シミュレーションを基に、令和 5年１２月に北海

道が指定した津波災害警戒区域に改定するなど、情報を最新のものに更新しています。 

本マップは、自然災害に対する備えを強化し、住民の皆様の安全を確保するために作成され

ました。各地域の洪水、土砂災害、津波などのリスク情報が記載されており、緊急時の避難場

所も明示されています。ぜひこのハザードマップをご活用いただき、日頃から防災意識を高め、

万が一の際に冷静かつ迅速に対応できるように備えましょう。 

■お問合せ 総務課 情報防災係 ℡８２－２１３１ 

 興部町のし尿等（し尿・浄化槽汚泥）の汲み取り収集について   

興部町では令和 7年 4月 1日より、し尿等（し尿・浄化槽汚泥）の汲み取りを業者へ委託

し収集いたします。それに伴い、し尿等汲み取り料（処理手数料）の支払方法が下記のとおり

変更となりますのでお知らせいたします。 

・し尿等汲み取り料の支払方法について 

これまではし尿等の汲み取りの際に、汲み取り料をし尿収集作業員に直接お支払いする

ことができましたが、4 月 1 日以降は 汲み取りの際に、し尿収集作業員は汲み取り料の

取り扱いができなくなります のでご了承ください。 

なお、今後の汲み取り料のお支払いにつきましては、 

①『口座振込』 

②『委託業者の窓口にて支払う』 

③『集金に来てもらう』 

のいずれかの方法でお支払いすることになりますので、ご希望の支払い方法をし尿収集作業

員にお伝えくださいますようお願いいたします。 

 

※その他、ご不明な点などございましたら下記までご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

■お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

 

 

 

 福祉避難所の指定について   

現在、福祉保健総合センター「きらり」を福祉避難所に指定しておりますが、洪水の浸水区

域に位置するため、洪水時には利用できなくなることが想定されています。そのため、新たに

興部中学校を福祉避難所として指定いたしました。また、沙留地区についても災害時に孤立す

ることが想定されるため、新たに沙留公民館を福祉避難所として指定いたしました。 

興部中学校および沙留公民館については、一般の避難所と重複するため、福祉避難所の受け

入れ対象者の収容人数によっては、一般避難者に避難施設の移動をお願いする場合があります

ので、ご協力をお願いいたします。 

※福祉避難所とは、自然災害が発生した際に、特別な配慮が必要な方々、高齢者、障がい者、

妊産婦、乳幼児などが安心して避難生活を送るための特別な避難所です。 

■お問合せ 総務課 情報防災係 ℡８２－２１３１ 

 興部町会計年度任用職員の公募について   

興部町では、給食センターに勤務するフルタイムおよびパートタイム会計年度任用職員を次

のとおり募集いたします。 

【フルタイム】 

 ○職  種 給食調理員（１日勤務） 

 ○採用人数 ２ 名 

  ○採用期間 採用日から令和８年３月３１日 

  ○勤務場所 学校給食センター 

  ○勤務時間 月曜日～金曜日 ８：００～１６：４５ 

○報 酬 額 月額給 １８３，５００円 

【パートタイム】 

○職  種 給食調理員（半日勤務） 

 ○採用人数 １ 名 

  ○採用期間 採用日から令和８年３月３１日 

  ○勤務場所 学校給食センター 

  ○勤務時間 月曜日～金曜日 １３：００～１６：００ 

○報 酬 額 時間給 １，１３０円 

  ◎応募締切 ３月２８日（金曜日）１７：１５まで 

  〇応募条件 興部町内に在住、または在住可能な方 

 〇申 込 先 総務課 総務係 

 〇提出書類 履歴書（写真付） １通 

  ○選考方法 書類選考または面接により決定 

■お問合せ 興部町役場 総務課 総務係 ℡８２－２１３１ 

お知らせ 
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 公衆浴場 入浴料金改定のお知らせ   

公衆浴場の入浴料金を次のとおり改定いたします。 

（１）新 料 金 

区    分 改定後 改定前 

大人（１２歳以上の者） ５００円 ４９０円 

中人（６歳以上１２歳未満の者） １５０円 

小人（６歳未満の者） ８０円 

※中人および小人の料金については変更ありません。 

（２）改 定 日  令和７年４月１日 

（３）改定理由  興部町公衆浴場設置及び管理に関する条例第６条第１項の規定に基づき、 

公衆浴場入浴料金の統制額（北海道告示）の改定のため。 

※ご不明な点は、興部町公衆浴場指定管理者 興部環境事業組合 

（担当窓口 ℡８２－２０１５ 長坂）までお問合せください。 

 粗大ごみの出し方について   

引越しや物置の片付けなどで粗大ごみを排出する機会が多くなる時期となりました。粗大ご

みの出し方につきまして、例年、町民の皆さまより多くのお問い合わせが来ております。この

度、改めて排出方法についてご確認いただき、皆さんが気持ちよくゴミステーションを利用で

きるよう、ご協力くださいますようお願いいたします。 

・少量の粗大ごみについて 

燃やすごみ、燃やさないごみの袋に入らないものを処分する場合に、粗大ごみとして有料

シールを貼り、以下の点に注意して排出してください。 

・一度に排出する粗大ゴミは３個程度まで ・長いものは２ｍ以内に切断すること 

・重さは大人２人で運べる程度にすること ・タンス等については中に物を入れないこと 

・ゴミステーションまでごみを持っていくこと 

・大量の粗大ごみについて 

引越し、物置の片付けなどで大量の粗大ごみが出る場合には、役場住民課までご相談くだ

さい。通常のごみ収集業務で収集できないような大量の粗大ごみを個人で排出する場合には、

専門の業者に依頼するか、町の許可を得て、紋別市の「西紋別地区広域ごみ処理センター」

に搬入することができます。 

なお、毎週少しずつゴミステーションに出していただければ、通常通り収集することがで

きますので、できる限り計画的に片付けていただきますよう、ご協力いただけると幸いです。 

・産業廃棄物について 

事業活動全般に伴って排出されるごみのうち、産業廃棄物については町で収集を行ってお

りません ので、専門の業者に委託するなど、適正な処理をよろしくお願いいたします。 

■お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

 公衆浴場 営業日変更のお知らせ   

公衆浴場の営業日について、次のとおり ４月～１０月期の営業日 となりますので、お知 

らせいたします。 

【興部町公衆浴場】 

期間 営業時間 定休日 

 ４月 ～ １０月 
１７：００～２１：００ 

日曜日 

１１月 ～ ３月 火曜日・木曜日・日曜日 

 高齢者生活支援ハウス入居者の募集について   

高齢者生活支援ハウスの入居者を募集いたします。希望される方は ３月２５日（火曜日）

まで にお申し込みください 

○募 集 戸 数  ２人用 ～ １部屋 

※２名の方を優先させていただきますが、１名での申込も可 とします。利用

料の管理費につきましては「２人用 15,000 円」の費用負担をお願いする

ことになりますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

※１名での入居が決定した場合でも、入居後、別の１人部屋に空室が出た際に

は移動していただくことを、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 

○入居対象者 ・興部町に住所を有する６０歳以上の方で、自立して生活することに不安の

ある方。 

・入居決定後、おおむね半月以内に入居することが可能な方。 

○入居者の決定  申請書を審査し、決定いたします。審査にあたっては、ケアマネジャーに 

よる身体状況等調査が必要な場合があります。 

○入居予定日  ４月１日（火曜日）以降 ※決定次第、ご連絡いたします。 

○利 用 料  （１）管理費～ ２人用 １５，０００円 

         （２）事務費～ 上記管理費以外に年金等の収入により別途 0 円 ～ 

５０，０００円の費用が加算になります。 

         （３）電気料・燃料費～ 使用料実績による 

         （４）食材料費～ １人１日につき１，０００円（月額３０，０００円） 

※利用料など詳しい内容については、下記までお問い合わせください。 

■お問合せ・申込 福祉保健総合センター「きらり」内 

興部町社会福祉協議会（担当：長谷川） ℡８２－３３００ 
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 星火塾「春休みいただきますの会」のお知らせ   

みんなでワイワイガヤガヤ…一緒にお昼ごはんを食べましょう！！おばさんたちが、美味し

いお昼ごはんを作って待っていますよ。今回は「くっしーとアートな時間」も開催します。 

みなさんの参加をお待ちしております。 

◎日 時  ４月３日（木曜日） １２：0０ ～ １３：３０ 

〇場 所  興部町仲町 ふれあいサロンほっと（田中商店様となり） 

〇対 象  町内の小学生 ※先着２５名 

〇会 費  ３００円（当日集めます） 

◎締 切  ３月２５日（火曜日）まで 

〇主 催  星火塾いただきますの会 代表 長澤 早苗 

〇協 力  興部町地域づくりサポートの会  

■お問合せ・申込 星火塾 大黒 敦子 ℡０９０－３７７０－４７３２ 

 移動献血車運行のお知らせ   

 下記の日程で移動献血車が町内各所を運行します。血液を必要とする皆様を救うために、 

ぜひ、多くの皆様のご協力をお願いいたします。 

【運行日程】 

３月２７日（木曜日） 

場所 時間 目標人数 

網走開発建設部興部道路事務所 ９：００～ ９：２０ ４人 

西部森林室 ９：４０～１０：００ ４人 

興部町役場 １０：２０～１２：００ １７人 

３月２８日（金曜日） 

興部警察署 ９：００～ ９：５０ １０人 

北オホーツク農業協同組合 １０：２０～１１：１０ ８人 

雪印メグミルク（株）興部工場 １１：３０～１２：１０ ４人 

福祉保健総合センターきらり １３：４０～１４：４０ １０人 

沙留漁業協同組合 １５：２０～１６：００ ５人 

【対象者】 

 16 歳から 69歳まで 

 ※1  65 歳以上の方は 60～64歳の間に献血経験のある方に限ります。 

 ※2 献血の条件が緩和され、高血圧・コレステロール・高尿酸血症・アレルギーなどの 

    薬を服薬していても献血が可能になりました。 

 

～ 献血が必要な理由について ～ 

 国内には、輸血を必要とする方は年間 100 万人以上いるといわれています。献血で集めら

れた血液の 80％以上は、がんや白血病、再生不良性貧血等の病気と闘う人のために使われま

す。 

 献血により、このような病気やけがと闘う方々の命をつなぎ、笑顔を取り戻すために献血が

必要になります。 

■お問合せ 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

 広域紋別病院精神科巡回診療について   

 広域紋別病院では、精神科医師による巡回診療を実施しています。 

○対  象 こころの健康に関してお困りで医療機関への通院が困難な方 

◎診療日時 ４月２日（水曜日） １４：００～ 

○場  所 きらり 診察室 

○予約受付 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（診療日の前週金曜日までに予約） 

○持 ち 物 

保険診療となりますので、マイナンバーカードまたは保険証を必ずご持参ください。 

     広域紋別病院の診察券や自立支援医療（精神通院医療）の受給者証、その他の公費

負担受給者証をお持ちの方はあわせてご持参ください。 

○支払方法 

診療費は後日ご自宅に送付する納入通知書にて金融機関または広域紋別病院会計

窓口でお支払い下さい。 

■お問合せ・予約 広域紋別病院 ℡０１５８－２８－６６１０ 

 ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ   

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回の
無料法律相談を実施しています。 
もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相談してみてはいかがでしょうか。

是非お気軽にお申し込みください。 

◎日  時  ４月１日（火曜日） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

〇場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

〇相談内容  法律相談全般  
（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

〇事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。（前日の１７：００までに連絡） 
予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

〇相談担当  流氷の町ひまわり基金法律事務所  弁護士 斎 藤 正 義 

■電話予約 紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 


